
北
和
城
南
古
墳
出
土
品
（
奈
良
国
立
博
物
館
蔵
）

一

は
じ
め
に

奈
良
国
立
博
物
館
に
は
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
奈
良
地
方
裁
判
所
よ

り
引
渡
し
を
受
け
、
館
蔵
品
と
な
っ
た
古
墳
出
土
品
が
一
括
し
て
保
管
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
の
出
土
し
た
古
墳
名
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
奈
良
県
北
部
か
、

京
都
府
南
部
の
古
墳
か
ら
の
出
土
品
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
北
和
城
南
古
墳
出

土
品
と
称
さ
れ
て
い
る
。
一
括
遺
物
は
、
鏡
と
管
玉
、
棗
玉
、
小
玉
、
ガ
ラ
ス

玉
な
ど
の
玉
類
、
金
鐶
、
紡
錘
車
、
玉
杖
石
突
お
よ
び
鍬
形
石
、
車
輪
石
、
石

釧
な
ど
の
石
製
品
か
ら
な
り
、
出
土
古
墳
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
多
量
の

石
製
品
を
含
む
前
期
古
墳
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。
奈
良
国
立
博
物
館
で
は

平
成
九
年
（
一
九
九
七
）
の
「
奈
良
国
立
博
物
館
の
名
宝
」
展
な
ど
で
一
括
遺
物

が
展
示
さ
れ
、
ま
た
、
前
期
古
墳
の
展
覧
会
な
ど
に
も
し
ば
し
ば
出
陳
さ
れ
、

学
術
誌
な
ど
で
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
全
容
は
ま
だ
紹
介

さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
を
簡
単
に
紹
介
し
、
出
土
品
の
由
来

な
ど
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

二

出
土
遺
物

現
在
、
こ
の
古
墳
の
出
土
遺
物
は

台
帳
に
「
館
蔵
品
番
号
四
六
一
（
旧
番
号

館
有
二
六
三
）（
考
古
五
一
）
半
円
方
形
帯
四
乳
�
龍
鏡
外
七
十
三
点

昭
和
十
二

年
八
月
三
十
日
受

奈
良
地
方
裁
判
所
よ
り
引
渡
品
」
と
あ
り
、
当
時
の
奈
良

地
方
裁
判
所
か
ら
移
管
換
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
に
台
帳
の

記
載
に
準
じ
て
、
そ
の
内
訳
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
半
円
方
形
帯
四
乳
�
龍
鏡

一
面

白
銅
製

径
二
四
糎

縁
高
〇
・

九
五
糎

一
部
ニ
亀
裂
ア
リ

背
面
共
ニ
絹
布
付
属
ス

（
２
）
三
角
縁
四
神
四
獣
鏡

一
面

白
銅
製

径
二
五
・
九
糎

縁
高
一
・

三
糎

銘
帯
ニ
「
新
作
大
竟
…
君
子
…
師
子
…
宜
子
孫
」
ノ
銘
ア
リ
、
亀

裂
ア
リ
、
鈕
ハ
離
脱
ス
、
鏡
背
ノ
一
部
ニ
布
片
付
着
セ
リ

（
３
）
変
形
四
獣
鏡

一
面

白
銅
製

径
一
三
・
六
糎

擬
銘
帯
ア
リ
、
面

ニ
絹
布
付
着
ス

（
４
）
半
円
方
形
帯
神
獣
鏡

一
面

白
銅
製

径
一
四
糎

鉛
黒
ノ
光
沢
ア

ル
地
肌
ニ
緑
斑
�
ト
朱
ト
ヲ
点
ゼ
リ
、
半
円
方
形
帯
ノ
方
格
内
四
字
宛
ノ

銘
ア
リ

全
文
次
ノ
如
シ
、
上
方
作
竟
自
有
�紀
。
除
去
不
羊
宜
古
市
。
□

□
東
王
父
西
王
母
令
人
長
命
。
宜
子
孫
夫
吉
兮
。
君
宜
子
兮
。
長
宜
官
三
。

資
料
紹
介

井

口

喜

晴

137 鹿園雜集 6 (2004)



（
５
）
管
玉

一
四
個
（
現
在
一
〇
個
）

碧
玉
製

大
サ
自
長
二
・
三
糎

径
〇
・
七
糎
至
長
三
・
八
糎

径
〇
・
八
糎

（
６
）
管
玉

二
四
個

碧
玉
製

内
一
個
風
化
、
自
長
一
・
三
五
糎

径
〇

・
八
糎
至
長
三
・
二
糎

径
〇
・
八
五
糎

（
７
）
管
玉

一
個

硝
子
製

長
〇
・
八
糎

（
８
）
管
玉

二
〇
個

碧
玉
製
極
メ
テ
細
長
キ
モ
ノ
、
長
自
三
・
七
糎
至
〇

・
八
糎

径
自
〇
・
四
五
糎
至
〇
・
三
糎

（
９
）
管
玉

二
〇
個

碧
玉
製

自
長
二
・
二
糎

径
〇
・
七
糎
至
長
一
・

五
糎
径
〇
・
五
糎

（
１０
）
管
玉

九
個

碧
玉
製

自
長
二
・
七
五
糎
径
〇
・
八
糎
至
長
一
・
三

径
〇
・
五
二

（
１１
）
棗
玉

八
九
個

滑
石
製
長
一
・
二
糎
内
外
ノ
モ
ノ
、
全
部
朱
ニ
染
ム

（
１２
）
小
玉

硝
子
製

水
色
約
二
百
粒
大
小
ニ
種
ヲ
混
ジ
稍
大
ナ
ル
モ
ノ
四

十
四
種
ア
リ

（
１３
）
小
玉

二
個

硝
子
製
瑠
璃
色

（
１４
）
小
玉

二
〇
個

硝
子
製
水
色

（
１５
）
小
玉

一
七
個

硝
子
製
水
色
及
藍
色

（
１６
）
耳
鐶

黄
金
製
中
実
細
鐶

径
一
・
三
糎

鐶
体
径
〇
・
一
五
糎

（
１７
）
紡
錘
車

一
個

碧
玉
製

径
五
・
四
糎

高
一
糎

（
１８
）
紡
錘
車

一
個

碧
玉
製

径
五
・
三
五
糎

高
一
・
四
糎

一
部
分

ニ
朱
附
着
ス

（
１９
）
紡
錘
車

二
個

碧
玉
製
全
面
風
化
、
一
個
破
損
、
径
四
・
三
糎
内
外

（
２０
）
石
突
様
石
製
品

一
個

碧
玉
製

長
五
・
九
糎

（
２１
）
鍬
形
石

一
個

碧
玉
製

長
一
九
・
三
糎

（
２２
）
鍬
形
石

一
個

碧
玉
製

長
一
七
糎

（
２３
）
鍬
形
石

一
個

碧
玉
製

長
一
五
・
七
糎

破
片
接
合

（
２４
）
鍬
形
石

一
個

碧
玉
製

長
一
九
糎

二
片
ニ
折
レ
タ
ル
ヲ
接
合
、

背
面
ニ
朱
附
着

（
２５
）
鍬
形
石

一
個

碧
玉
製

長
一
九
糎

三
片
ニ
破
砕
接
合
、
背
面
ニ

朱
附
着

（
２６
）
鍬
形
石

一
個

碧
玉
製

長
二
四
・
三
糎

背
面
ニ
朱
付
着

（
２７
）
鍬
形
石

一
個

碧
玉
製
、
破
砕
、
下
部
欠
失
現
存
長
一
四
・
五
糎

（
２８
）
鍬
形
石

一
個

碧
玉
製
、
破
砕
下
辺
一
部
欠
失
、
長
一
六
・
二
糎

朱
付
着

（
２９
）
鍬
形
石

一
個

碧
玉
製
、
破
砕
一
部
欠
失
、
長
一
〇
・
三
糎

（
３０
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製
、
面
風
化
、
破
砕
小
欠
損
ア
リ
、
長
径
一
〇

・
三
糎
短
径
九
・
一
糎

（
３１
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製
、
灰
白
色
円
形
ニ
近
シ
、
長
径
一
一
糎

短

径
一
〇
・
七
糎

（
３２
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製
、
円
形
ニ
近
シ
、
長
径
一
二
・
七
糎
短
径
一

一
・
四
糎

（
３３
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製
、
朱
付
着
、
長
径
一
三
・
一
糎
短
径
一
一
・

七
糎

（
３４
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

円
形
ニ
近
シ
、
長
径
一
二
・
二
糎
短
径
一

一
・
八
糎

（
３５
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

長
径
一
一
・
七
糎
短
径
一
〇
・
三
糎

（
３６
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

長
径
一
一
・
四
糎
短
径
一
〇
・
五
糎

朱

付
着

（
３７
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

長
径
一
三
・
五
糎
短
径
一
一
・
二
糎

（
３８
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

円
形

径
一
〇
・
三
糎

朱
付
着
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（
３９
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

円
形

径
一
〇
・
五
糎

破
砕
接
合

（
４０
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

円
形

径
一
一
糎

（
４１
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

円
形

径
九
・
七
糎

（
４２
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

円
形

径
一
〇
・
七
糎

（
４３
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

円
形

両
面
文
様

径
一
〇
・
二
糎

（
４４
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

円
形

両
面
文
様

径
一
一
・
三
糎

朱

付
着

（
４５
）
車
輪
石

一
個

碧
玉
製

撫
角
形
両
面
文
様

径
一
一
・
五
糎

（
４６
）
石
釧

一
個

滑
石
製

表
裏
及
側
面
ニ
幾
何
学
的
ノ
刻
文
ア
リ
、
径

九
・
二
糎

（
４７
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

風
化
灰
白
色

径
一
〇
・
五
糎

（
４８
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
糎

朱
付
着

（
４９
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
・
三
糎

朱
付
着

（
５０
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

風
化
青
灰
色

径
八
・
五
糎

（
５１
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
八
糎

朱
付
着

（
５２
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
・
二
糎

朱
付
着

（
５３
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
・
一
糎

朱
付
着

（
５４
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

風
化
青
灰
色

径
七
・
六
糎

（
５５
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
・
七
糎

（
５６
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
六
・
九
糎

朱
付
着

（
５７
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
六
・
四
糎

朱
付
着

（
５８
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

小
破

径
七
糎

（
５９
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
・
八
糎

朱
付
着

（
６０
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
・
四
糎

朱
付
着

（
６１
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
・
三
糎

（
６２
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
・
九
糎

朱
付
着

（
６３
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
・
九
糎

朱
付
着

（
６４
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

風
化

径
七
・
一
糎

朱
付
着

（
６５
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
・
六
糎

朱
付
着

（
６６
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

破
砕
接
合
、
径
八
糎

朱
付
着

（
６７
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

風
化

径
八
糎

（
６８
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
八
・
五
糎

朱
付
着

（
６９
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
七
糎

朱
付
着

（
７０
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

風
化
破
砕
接
合

径
七
・
五
糎

朱
付
着

（
７１
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
九
糎

朱
付
着

（
７２
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

両
面
刻
文
様

径
八
糎

（
７３
）
石
釧

一
個

碧
玉
製

径
八
・
二
糎

三

出
土
品
の
由
来

以
上
の
古
墳
出
土
品
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
裁
判
所
か
ら

引
き
渡
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
奈
良
国
立
博
物
館
に
は
、
台
帳

に
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
遺
物
と
一
連
の
裁
判
所
か
ら
引
渡
さ

れ
た
数
点
の
鉄
製
刀
剣
類
が
保
管
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
は
大
阪
控
訴
院
の

付
箋
が
添
え
ら
れ
、「
証
拠
品

六
年

第
一
五
七
五

第
二
一
四

福
鎌
検

事

検
一
、
二
、
三
号

大
正
六
年
三
月
十
六
日

第
二

被
告
人
山
本
庄
吉

盗
八
」
と
書
か
れ
、
遺
物
は
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
十
月
十
一
日
の
国
民
新
聞

な
ど
に
包
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
の
う
ち
、
鏡
や
石
製
品
は
考
古
学
研

究
者
に
注
目
さ
れ
、
し
ば
し
ば
論
文
や
展
覧
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、

裁
判
記
録
に
つ
い
て
は
、
遺
物
の
保
管
場
所
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
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そ
の
所
在
に
は
直
接
触
れ
ず
に
事
件
の
内
容
だ
け
が
若
干
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

盗
掘
事
件
の
裁
判
は
、
一
九
一
六
年
に
第
一
審
が
奈
良
地
方
裁
判
所
で
、
第
二

審
が
一
九
一
七
年
の
一
審
判
決
直
後
に
、
大
阪
控
訴
院
で
行
わ
れ
、
一
九
一
九

年
に
大
審
院
で
最
終
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
初
め
て
触

れ
た
の
は
、
ね
ず
ま
さ
し（
１
）
氏
で
、
そ
の
後
、
釘
田
寿
一（
２
）
氏
が
記
述
し
、
さ
ら
に

玉
利
勲（
３
）
氏
が
今
の
法
務
省
に
残
っ
て
い
る
関
係
の
全
記
録
に
目
を
通
し
、
二
氏

の
見
解
を
修
正
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
裁
判
は
一
九
一
六
年
に
京
都
、

奈
良
、
大
阪
で
盗
掘
を
行
っ
て
い
た
京
都
府
下
在
住
の
人
々
が
、
古
墳
出
土
品

を
古
道
具
屋
の
山
本
庄
吉
容
疑
者
に
売
っ
た
事
件
で
、
そ
の
内
容
は
鏡
十
二
、

管
玉
三
通
、
土
器
片
、
車
輪
石
十
七
、
石
釧
二
十
九
、
狐
鍬
石
九
、
コ
ー
モ
リ

傘
の
柄
の
如
き
も
の
一
、
円
形
の
も
の
四
、
に
ら
形
小
玉
九
十
、
数
珠
玉
二
百
、

曲
玉
一
、
金
属
の
馬
具
八
（
ね
ず
ま
さ
し
氏
）
で
あ
る
。
裁
判
は
非
公
開
で
行
わ

れ
、
一
審
で
は
遺
物
が
皇
陵
か
ら
出
土
し
た
と
み
な
さ
れ
、
一
般
の
罪
よ
り
重

い
不
敬
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
。
つ
い
で
二
審
の
大
阪
控
訴
院
で
は
盗
掘
品
の
鑑

定
が
、
当
時
の
京
都
帝
国
大
学
考
古
学
研
究
室
の
浜
田
耕
作
助
教
授
に
委
ね
ら

れ
、
こ
れ
ら
の
遺
物
は
未
発
掘
の
古
墳
に
は
よ
く
あ
る
遺
品
で
、
こ
れ
だ
け
か

ら
皇
陵
出
土
品
と
断
定
す
る
に
は
困
難
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
重
罪
の
不
敬

罪
は
免
れ
、
懲
役
刑
も
や
や
軽
減
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
大
審
院
で
は
二
審
判
決

を
破
棄
し
、
窃
盗
と
棺
内
蔵
置
品
領
得
、
故
買
の
罪
で
山
本
被
告
に
懲
役
三
年
、

他
の
一
人
に
対
し
一
年
六
ヶ
月
の
刑
を
言
い
渡
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
の

内
容
は
不
敬
罪
の
適
用
の
不
当
性
が
中
心
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ら

の
遺
物
を
出
土
し
た
古
墳
が
皇
陵
（
御
陵
）
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
に
な
っ
て

い
る
。
浜
田
鑑
定
書
で
は
、
特
定
の
古
墳
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、

も
し
古
墳
名
が
分
か
れ
ば
、
明
確
に
皇
陵
の
可
能
性
を
否
定
で
き
た
と
も
思
わ

れ
る
が
、
故
売
品
で
あ
っ
た
た
め
に
実
際
に
分
か
ら
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。

四

お
わ
り
に

以
上
に
紹
介
し
た
副
葬
品
を
出
土
し
た
古
墳
名
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら

今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
鉄
製
品
に
添
え
ら
れ
た
付
箋
は
大
阪
控

訴
院
の
も
の
で
、
大
正
六
年
の
記
載
が
あ
り
、
そ
の
包
紙
が
大
正
五
年
の
新
聞

紙
で
あ
る
こ
と
は
前
記
の
裁
判
記
録
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ね
ず

氏
の
記
事
に
あ
る
出
土
品
の
う
ち
車
輪
石
十
七
個
、
石
釧
二
十
九
個
、
鍬
形
石

九
個
、
コ
ー
モ
リ
傘
の
柄
の
如
き
も
の
一
個
、
円
形
の
も
の
四
個
、
に
ら
形
小

玉
九
十
個
は
館
蔵
品
の
車
輪
石
十
六
個
、
石
釧
二
十
八
個
、
鍬
形
石
九
個
、
石

突
様
石
製
品
一
個
、
紡
錘
車
四
個
、
棗
玉
八
十
九
個
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ（
４
）
る
。
従
っ
て
、
現
在
の
館
蔵
品
で
あ
る
北
和
城
南
古
墳
出
土
品
は
、
以
上

の
裁
判
を
経
て
、
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
に
当
時
の
奈
良
帝
室
博
物
館
へ
引

き
渡
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
鏡
は
四
面
で
あ
り
、
土
器
片
や
曲
玉
、
馬

具
な
ど
は
保
管
さ
れ
て
い
な
い
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
分
散
し
た
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
あ
る
い
は
他
の
古
墳
出
土
品
が
混
じ
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

北
和
城
南
古
墳
出
土
品
の
年
代
は
一
括
し
て
古
墳
時
代
前
期
の
四
世
紀
後
半
と

み
ら
れ
る
が
、
半
円
方
形
帯
神
獣
鏡
（
４
）
と
耳
鐶
（
１６
）
は
や
や
時
代
が
下
が

り
、
一
括
品
と
は
別
に
扱
っ
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
三
角
縁
四
神

四
獣
鏡
は
奈
良
・
佐
味
田
古
墳
や
兵
庫
・
森
尾
古
墳
出
土
鏡
と
い
わ
ゆ
る
同
笵

関
係
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い（
５
）
る
。
ま
た
石
製
品
で
碧
玉
と
あ
る
の
は
緑

色
凝
灰
岩
で
、
そ
の
中
の
鍬
形
石
の
系
譜
に
つ
い
て
も
そ
の
系
譜
を
論
じ（
６
）
る
上

の
重
要
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
近
年
、
奈
良
県
の
島
の
山
古（
７
）
墳
で
は
車

輪
石
、
石
釧
、
鍬
形
石
な
ど
大
量
の
石
製
品
が
発
見
さ
れ
、
北
和
城
南
古
墳
出
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土
品
も
そ
れ
ら
に
比
肩
で
き
る
重
要
な
前
期
古
墳
資
料
で
あ
る
。
今
回
は
略
報

に
と
ど
め
た
が
、
将
来
、
出
土
地
が
明
確
に
な
り
、
遺
物
の
全
容
が
明
ら
か
に

な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

註（
１
）
ね
ず

ま
さ
し
「
古
墳
か
ら
鏡
を
盗
ん
で
不
敬
罪
」（『
図
書
』
一
月
号
）
岩
波
書

店
、
一
九
六
八
年

（
２
）
釘
田
寿
一
「
盗
掘
史
が
暴
く
天
皇
陵
の
禁
忌
」（『
新
潮
４５
』
十
月
号
）
新
潮
社
、

一
九
八
六
年

（
３
）
玉
利
勲
『
墓
盗
人
と
贋
物
づ
く
り
』
平
凡
社
、
一
九
九
二
年

（
４
）
北
和
城
南
古
墳
出
土
品
が
、
以
上
の
盗
掘
事
件
の
出
土
品
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て

指
摘
さ
れ
た
の
は
東
京
国
立
博
物
館
元
館
員
の
西
田
守
夫
氏
で
あ
る
。

（
５
）『
椿
井
大
塚
山
古
墳
と
三
角
縁
神
獣
鏡
』
京
都
大
学
文
学
部
、
一
九
八
九
年

（
６
）
蒲
原
宏
行
「
腕
輪
形
石
製
品
」（『
古
墳
時
代
の
研
究
８

古
墳
�
副
葬
品
』）
雄
山

閣
出
版
、
一
九
九
一
年

北
條
芳
隆
「
鍬
形
石
の
形
式
学
的
研
究
」（『
考
古
学
雑
誌
』
第
七
九
巻
第
四
号
）

日
本
考
古
学
会
、
一
九
九
四
年

（
７
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
『
島
の
山
古
墳
調
査
概
報
』
学
生
社
、
一
九
九
七

年

付
記

本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物
館
の
蒲
原
宏
行
氏
に
御
教
示

い
た
だ
い
た
。
ま
た
口
絵
１２
〜
１３
、
お
よ
び
挿
図
に
つ
い
て
は
、
全
て
奈
良
国
立

博
物
館
所
蔵
の
写
真
原
版
（
撮
影：

森
村
欣
司
）
を
使
用
し
た
。

（
い
の
く
ち

よ
し
は
る

当
館
上
級
研
究
員
）
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